
石橋複合施設整備事業に係る優先交渉権者の決定について 

 

 

下野市は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律

第 117号）に準じて実施する「石橋複合施設整備事業」について、令和２年３月２６日に募集要

項や要求水準書等を公表し、事業者の募集を行ったところ、２グループから応募がありました。 

学識経験者等の外部委員等により構成する石橋複合施設整備事業者選定委員会（以下、「選定

委員会」という。）において各応募者の提案内容を審査し、次のとおり最優秀提案及び次点を選

定しました。 

下野市では、その選定結果を踏まえて、次のとおり優先交渉権者及び次順位優先交渉権者を決

定しましたので、公表します。 

なお、選定委員会における審査内容の詳細は、審査講評として 8月末頃に公表予定です。 

 

１．最優秀提案グループ 

グループ名 大和リースグループ 

 事業者名 本事業での役割 

代表企業 大和リース株式会社宇都宮支店 設計業務、建設業務 

構成企業 株式会社渡辺有規建築企画事務所 工事監理業務 

株式会社カワチ薬品 余剰地活用事業 

 

 

２．審査結果の概要 

区分 応募グループ 得点 

優先交渉権者 大和リースグループ 86.88点／100点 

次順位優先交渉権者 グループ B 72.02点／100点 

 

 

３．今後のスケジュール 

令和２年８月 基本協定、基本契約、施設整備契約（仮契約）の締結 

令和２年９月 議会の議決（施設整備契約） 

 

 


